
                            

 

 
 

 

まんのう町合併浄化槽補助金のご案内 
 

まんのう町では、し尿と生活雑排水を併せて処理する家庭用合併浄化槽を新設する場合に、補助金制度があ

りますのでご利用ください。ただし、汚水処理未普及解消につながる合併浄化槽の設置が支給条件であるため、

既設合併浄化槽の更新及び家屋の建替・増築に伴う既設合併浄化槽の処理能力向上のための入替は、補助の対

象外となります。また、現在の住居から別の番地に転居して新築する場合でも、現住居に既設の合併浄化槽が

あれば補助の対象外となります。この場合、住居を売却しても既設の合併浄化槽を撤去しても合併浄化槽の更

新に該当するので、補助の対象にはなりません。また、合併浄化槽の補助は、一つの地番に一基までです。 

●申請に必要な書類は、町ホームページからダウンロードしてください。 

●様式や手続については、年度の途中で改正される場合があります。最新の情報については、町ホームページ

でご確認ください。 

 対象となる方 （次の全てに該当する必要があります。） 

① 町内の専用住宅（小規模店舗などを併設した住宅を含む。）に合併浄化槽を設置する個人で、町内在住者若

しくは町内在住予定者の方。ただし、販売及び賃借を目的とする専用住宅に設置する者は除く。 

② 町税の滞納がない方（町税完納証明書は、交付申請書に添付して提出してください。まんのう町外から転

入してくる場合は、町税完納証明書を提出する必要はありません。） 

③ 汚水処理未普及解消につながる合併浄化槽の設置であること。 

④ 完了実績報告書提出時には、設置場所に住民票を異動し、使用者が申請者であることが確認できること。 

⑤ 暴力団員等でないこと （まんのう町合併浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第４条第２項各号のいずれに

も該当しないこと） 

 対象区域  

 下水道及び農業集落排水の事業認可区域外 

 補助金額 

  

住宅の延べ面積 槽の大きさ 補助限度額 

延べ面積≦140（平方メートル） 5人槽 450,000円 

140（平方メートル）＜延べ面積 7人槽 650,000円 

2世帯住宅 10人槽 850,000円 

 ※香川県では、地域の実情（平均延べ面積や世帯人員）を考慮し、住宅の延べ面積が140 平方メートル 

以下であれば5 人槽としています。 

 浄化槽設置者講習会 

 浄化槽設置者講習会は、浄化槽に対する正しい知識を習得し、適正な維持管理に役立てていただくために香
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川県浄化槽協会が実施しています。合併浄化槽を設置される方を受講対象としており、補助金を受けるための

必須要件となっていますので、必ず受講してください。補助金交付決定後に受講申込をし、「修了証」の写しを

実績報告書に添付して提出してください。 

 事業の完了期限 

① 補助対象者は、令和９年 1 月３１日までに補助事業を完了しなければなりません。 

② 補助対象者は、上記期限までに補助事業を完了することができないときは、あらかじめ町長に届け出て、

その承認を受けなければなりません。 

 実績報告書の提出期限（設置後、速やかに提出してください。） 

  補助対象者は、補助事業の完了後１ヶ月以内又は当該年度の 2 月 2６日のいずれか早い日までに、実績報

告書を提出してください。 
   

 手続きの流れ 
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必 要 書 類  

〇補助金交付申請書（様式第１号） 

〇浄化槽設置届出書の写し（２部提出） 

〇建築確認済証の写し（建築確認を伴うもの） 

〇設置場所位置図、浄化槽の配置配管図、縦断面図 

（単独浄化槽から転換する場合は、その単独浄化槽が 

分かる写真を添付すること。） 

〇浄化槽設置費の見積書の写し 

〇浄化槽工事請負契約書の写し 

〇工事設計書、設置設計書 

〇保証登録証（市町村用） 

〇全国浄化槽推進市町村協議会の登録証の写し 

〇登録浄化槽管理票（C票） 

〇浄化槽認定シート 

〇浄化槽設備士免状の写し 

〇二次製品の底版を使用する場合は、使用承認願 

〇申請日時点の地番が記載された不動産登記法第14 
 条第1項の地図又はまんのう町役場税務課が保管す 
 る公図の写しに、浄化槽の設置場所、地目及び登記 
 名義人又は納税義務者を記載したもの 

〇専用住宅を借りている者にあっては、土地所有者 

の承諾書 

〇浄化槽設置に係る誓約書 

〇申請者の町税の滞納がないことを証明する書類（滞 

納のない証明書）※3カ月以内に発行されたもの 

【コピー不可】 
〇債権者登録申出書（すでに登録している方は必要あ 

 りません。） 

 

 

 

※ 再発行いたしませんので、大切に保管してください。 

 

申 請 者 

 

 

 

※ 郵送の場合、簡易書留等必

ず到着日が確認できる方法

で、送付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金申請書の町
到達日の翌日から
交付決定までの標
準処理期間は平日
の 7 日間です。 

受   付 

審   査 

補助金交付申請 

補助金交付決定通知書 交 付 決 定 受   領 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （約1か月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （約1か月） 

 

 

 

 

 

 

 

工 事 完 了 後 

〇実績報告書（様式第５号） 

実績報告書の最終提出期日 令和９年２月２６日 

  〇浄化槽保守点検業務契約書の写し 

〇浄化槽清掃業務契約書の写し 

  〇工事費請求書又は領収書の写し 

  〇浄化槽検査申込書（７条検査兼１１条検査）の写し 

  〇工事写真 ※指定工事写真１０枚＋竣工写真２枚 

  〇工事施工チェックリスト 

  〇成果図（浄化槽の配置配管図及び縦断面図） 

※それぞれ２部提出 

〇浄化槽設置者講習会の修了証の写し 

〇単独浄化槽からの転換の場合は、その単独浄化槽を 

撤去した写真及び廃止届の写し 

  〇申請者が町外から転入してくる場合及びまんのう町 

民で住居地から設置場所に転居する場合、申請者が 

設置場所に住民票を異動させたことが分かる住民票 

の写し（３カ月以内に発行されたもので使用者が申 

請者であることが分かるもの）コピー不可 

  〇中間検査書 

〇補助金交付請求書（様式第７号） 

  〇その他町長が必要と認める書類 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付決定後 

工事着工（引き渡し） 

※ 令和9年1月31日 

までに工事を完了す 

ること 

浄化槽保守点検業契約 

の締結 

浄化槽清掃業務契約の 

締結 

浄化槽設置者講習会の 

受講 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注意事項 

① 提出書類に不備がある場合、受付はできません。 

② 補助金の交付申請は、必ず工事着工前に行ってください。交付申請をする前に浄化槽を設置した場合には、

補助金は受けられません。 

③ 工事の着手は、交付決定後としてください。 

④ 農地に合併浄化槽は設置できません。農地転用の手続きが必要となります。設置個所の地目が宅地に限り、

補助の対象となります。 

⑤ 検査に不合格となった場合、補助金の交付はありません。 

  提出・問い合せ先 

〒766-8503 まんのう町吉野下４３０番地 

まんのう町役場 住民生活課 

電話： ０８７７-７３-０１２３（直通） 

受   付 

補助金実績報告 

審   査 

補助事業の内容を変更・中止・廃止するときは、変更

等承認申請書の提出が必要です。 

補助金交付額確定通知書 

香川県浄化槽協会へ 

完了検査を依頼 

補助金額確定 

補助金の支払 

受    領 

口 座 振 込 


